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譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 
 
 
当社は、2023 年 8 月 7 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度（以下、

「本制度」という。）の改定を決議し、本制度に関する議案を 2023 年 9 月 27 日開催予定の

当社第 61 期定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）に付議することといたしました

ので、下記のとおり、お知らせいたします。 
 
 

記 
 
１．本制度の改定の理由 
 当社は、2021 年 9 月 28 日開催の当社第 59 期定時株主総会において、当社の取締役（社

外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）が株価変動のメリットとリスクを株主の皆

様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし

て、対象取締役に対し、本制度を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する

譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 300 百万円以内

として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式

の総数は 30,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式

の交付日から当社の取締役を退任するまでの間とすること等につき、ご承認をいただいて

おりますが、2022 年 8 月 5 日開催の当社取締役会において決議された執行役員制度の導入

に伴い、本日の当社取締役会の決議にて役付執行役員も本制度の割当対象者とするととも

に、対象取締役がその退任後も執行役員である間は引き続き譲渡制限付株式を保有するこ

とにより、当社の企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲をより一層高め、株主の皆様と

の価値共有を可能な限り長期にわたり実現させることを目的として、本制度の内容を以下

のとおり一部改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 
 
２．本制度の改定の概要 
 本制度により対象取締役が交付を受ける譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間について、

譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任するまでの間と設定しておりましたが、

譲渡制限付株式の払込期日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する

までの間に改定することといたします。対象取締役の譲渡制限期間を改定するものである

ことから、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。ま

た、かかる譲渡制限期間の変更に伴い、譲渡制限の解除及び退任時の取扱い等についても、

必要な修正を加えることといたしますが、対象取締役に対し支給する金銭報酬債権の総額

及び対象取締役に対し割り当てる譲渡制限付株式の総数その他下記３の事項以外の対象取

締役に関する事項について変更はございません。 



３．改定後の本制度の内容 

① 譲渡制限の内容 
譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締

役及び執行役員のいずれの地位からも退任するまでの間（以下、「譲渡制限期間」という。）、

当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）につき、第

三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行

為をすることができない（以下、「譲渡制限」という。）。 

② 譲渡制限付株式の無償取得 
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初

に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいず

れの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、

本割当株式を当然に無償で取得する。 
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡

制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社は

これを当然に無償で取得する。 

③ 譲渡制限の解除 
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初

に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいず

れかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了し

た時点をもって譲渡制限を解除する。 
ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始

日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行

役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲

渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。 

④ 組織再編等における取扱い 
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる

株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただ

し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社

取締役会）で承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時

点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。）であって、かつ当

該組織再編等に伴い、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が当社の取締役及び執行役

員のいずれの地位からも退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制

限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数

の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。 
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ

て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。 
 
 

以 上 


